
 

 

地産地消で育む豊かな給食特区 

 

 

都道府県名： 北海道 

 

申請主体名： 北海道久遠郡せたな

町 

区域の範囲： 北海道久遠郡せたな

町の全域 

特区の概要： 本町には、認定こども園、保育所、保育園がそれぞれ１か

所ずつあるが、人口減少により調理員の確保が困難になって

おり、給食を自園調理することが難しくなっている。保育の

役割を維持するためには、少しでも保育所運営の合理化を図

り、地方自治体の限られた財源を効率的に活用することが不

可欠である。 

そのため調理機能の集約を行い、認定こども園で調理した

給食の外部搬入方式を導入することは、食材の一括調達や調

理員の合理的配置、施設設備の維持管理等経費の大幅な節減

が図られ、保育所運営や子育て支援施策充実のための財源確

保が可能となる。 

適用される規制

の特例措置： 

公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こども園の給食風景 

 
 

保育所の給食風景 
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